
構成員

会社代表（居宅介護支援管理
者兼務）

訪問介護　管理者

居宅介護支援　常勤職員

訪問介護　常勤職員

2事業所管理者

必要に応じて、外部有識者
（医師・弁護士・社会福祉士
等）

（３）委員会の開催
　委員会は、委員長の招集により年間計画に基づき、年４回以上開催するとともに、必要に応じて随時、開催します。また、定期開催分について
は、身体拘束適正化委員会との共催（毎回）とします。
　重大な虐待事例が発生した場合は、24 時間以内に臨時委員会を開催し、対象者の安全確保、改善に向けた対応方法等を検討します。
　委員会は、集合形式を原則とするが、必要に応じてオンライン等を活用して行います。その際、〇〇個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・
介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を
遵守します。

（4）  委員会における検討事項（所掌事項）
委員会では、以下の項自について検討を行うとともに、必要な取組事項を決定します。
①  虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関すること
②  虐待の防止のための指針の整備・見直しに関すること
③  虐待の防止のための職員研修の内容及び企画・運営に関すること
④  虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること
⑤  従業者が高齢者虐待を把握した場合に、松戸市への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること
⑥  虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること
⑦  前号の再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること
⑧  虐待事例が発生した場合は、委員会で事例検討を行うこと

委員長（責任者）
虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者

副委員長
虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者

虐待防止対策の周知・進捗管理

医療的ケア等に関する検討

利用者・家族等への説明・相談対応

第三者かつ専門家の観点からの助言

2．虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項
（1）虐待防止検討委員会の設置
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準省令３５条の２に基づき、虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生

した場合はその再発を確実に防止するための対策を検討することを目的として、「さわやか介護支援センター 虐待防止検討委員会（以下、委員
会）」を設置します。

（2）委員会の組織
委員会の構成員は、会社代表、居宅支援事業管理者と常勤職員、訪問介護事業の管理者と常勤職員とします。 必要に応じて委員を任命するこ

ととします。また必要に応じて、地域包括支援センターや松戸市地域包括ケア推進課に相談・助言を求めます。
　委員会の責任者として委員長を置き、これを会社代表が務めます。

また、副委員長を訪問介護事業の管理者とするとともに、両名を「虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者（以下、担当者）」
とします。その他、各構成員の役割は下表のとおりとします。

【構成員ごとの役割】

役割

虐待防止のための指針
法人名   株式会社さわやかプラザ

事業所名　　さわやか介護支援センター

指定居宅サービス等の事業の人員、施設及び運営に関する基準省令３５条の２に基づく虐待防止のための指針を以下のように定める。

１．事業所における虐待の防止に関する基本的考え方
高齢者に対する虐待は、高齢者の尊厳を脅かす深刻な事態であり「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」（高齢者

虐待防止法）に示すとおり、その防止に努めることは極めて重要です。さわやか介護支援センターでは、同法の趣旨を踏まえ、また介譲保険法が
掲げる「尊厳の保持と自立支援」という目的を達成し、当事業所が掲げる理念を実現させるため、虐待の未然防止、早期発見・迅速かつ適切な対
応等に努めるとともに、虐待が発生した場合には適正に対応し再発防止策を講じます。そのための具体的な組織体制、取組内容等について、本指
針に定めるとともに、運営規定に明示します。
なお、高齢者虐待防止法の規定に基づき、当施設では「高齢者虐待」を資料１のような行為として整理します。また、介護保険法にも人格尊重

義務がうたわれていることや、当施設のサービス内容及び社会的意義に鑑み、当施設職員による虐待に加えて、高齢者虐待防止法が示す養護者に
よる虐待及び、セルフ・ネグレクト等の権利擁護を要する状況、ならびに虐待に至る以前の対策が必要な状況についても、「虐待等」として本指
針に基づく取り組みの対象とします。



連絡先

　　　　FAX　　０４７－３６６－７７４８
目前で暴力が行われているとき　　　１１０番へ

医療がすぐに必要な病気やけががあるとき　　１１９番

〈委員会で検討すべき具体例〉
◉早期通報(通報先は地域包括支援センターまたは市役所)が行われたかどうかの
確認
◉事例検討
〇家庭内の虐待(養護者による虐待)の事例検討
〇養護者以外による経済的虐待の事例検討
〇当該事業所職員による虐待(養介護施設従事者等による虐待)の事例検討身体拘束を行なった事例検討
事業所から医師に行動抑制目的に鎮静剤投与を依頼した事例検討
〇虐待に至らないグレーゾーンの事例検討
虐待かどうかわからないが虐待が推測される事例検討
〇現在進行中のすべての事例を、繰り返し、定期の委員会に議題として提出する終了した事例に関しても、今後の虐待防止に資すると判断される
場合は議題とする
◉事業所の事例対応の適切さに対する評価と助言
◉事業所の高齢者虐待防止のための指針及びマニュアル等の作成・改定
◉研修会の開催(市や地域包括支援センター等が行う研修会への参加で代用可)研修を事業所職員全員が受けられるよう配慮する。(市や地域包括支
援センター
等が行う研修会のアーカイブ等の視聴で代用可)。
◉ヒヤリハット報告書の記載内容の分析と対策の検討

3．虐待の防止のための職員研修に関する基本方針
　経験が豊富で技能が高い職員ほど、虐待事例・困難事例に適切に対応できます。
それゆえ、全職員の介護技能の研鑽が重要となります。一方で、優れた職員であっても、利用者に対して虐待を行う可能性があり、経験者でも内
省が必要となります。これらのことから、高い介護技術の獲得と内省する機会として全職員を対象とした研修会を実施します。研修会は、本指針
に基づき、研修プログラムを作成し計画的に実施します。
（1）定期開催
　全職員に対し、年 １回の研修会を実施します。なお、松戸市高齢者虐待防止ネットワークの発行するマニュアルを活用します。県や市、地域
包括支援センターが行う「高齢者虐待」や「権利擁護」に関する研修会への出席をもって、定期開催の研修会の参加とすることもできます。
　定期開催の研修会に参加していない、参加できない職員には、松戸市地域包括ケア推進課  高齢者虐待防止ネットワークのホームページ上にあ
る「養介護施設従事者等による高齢者虐待防止に向けた研修動画」の視聴をもって、研修会に参加したものとします。

（2）新規採用時
職員の新規採用時には、新人職員研修カリキュラム内に定め、虐待等の防止を図るための研修を必ず実施します。

（3）外部研修会へ参加
　県や市、地域包括支援センターが行う「高齢者虐待」や「権利擁護」に関する研修会に職員が参加できるよう、業務の調整等を行います。
　また、全職員が松戸市地域包括ケア推進課  高齢者虐待防止ネットワークのホームページ上にある「養介護施設従事者等による高齢者虐待防止
に向けた研修動画」の視聴ができるように配慮します。

（4）研修内容
　研修内容は以下のものを基本とし、詳細は虐待防止検討委員会により定めます。
①自身の介護状況の振り返り
②虐待等の防止に関する基礎的内容等の適切な知識
③本指針に基づく取り組み方法
④虐待通報義務の履行、ならびに虐待等に関する相談・報告の方法
⑤委員会の活動内容及び委員会における決定事項

　なお、①自身の介護状況の振り返りは、松戸市高齢者虐待防止ネットワークの発行する「松戸市高齢者虐待防止マニュアル  養介護施設用」に
記載されている「施設従事者のための自己チェックリスト」を活用します。

（5）研修記録
研修の実施回ごとに、研修実施記録を作成し、使用した資料とともに、記録薄ファイルに綴り、文書管理規定に則り保管・管理します。

（6）研修内容の周知徹底
研修内容の周知徹底をはかるために、研修の開催日・時間帯等について委員会で検討し、参加率向上に努めます。また、研修ごとに参加率を算出
して委員会内で評価するとともに、欠席者に対しては各フロアーリーダーにより伝達し、その結果も研修記録に含めます。

4．虐待(虐待の疑い)等を発見した場合の対応方法に関する基本方針
（1)市町村等への通報
　虐待を疑う場面に立ち会ったり、虐待と認められる行為等を発見した場合、通報義務が発生します（高齢者虐待防止法第７条第２項）。した
がって、虐待が疑われる、もしくは、虐待を発見した場合は、速やかに下記へ通報してください。その後、委員会の構成員もしくは、管理職に報
告をお願いします。但し、委員会の構成員や管理職への報告は強制するものではありません。
　なお、被虐待者の心身に深刻な影響や後遺症を生じる可能性の高い虐待事例に遭遇した際は、即時、警察あるいは救急車を要請してください。
　また、通報者の秘密は守られます（高齢者虐待防止法  第８条、第２３条）。通報した際に、氏名等を名乗らないことも可能です。

（　　　　　　）地域包括支援センター
松戸市地域包括ケア推進課
　　　　電話　　０４７－３６６－７３４３

（5）結果の周知徹底



 
 地区名 所在地 担当地域 連絡先 

1 明
あきら

第
だい

1 

稔台 7の 13の 2 

第 3山田マンション 

101-Ａ 

根本・吉井町・小根本・緑ケ丘 1～2 丁目・松戸新田・仲井町 1～3

丁目・稔台・稔台 1～8丁目・岩瀬・野菊野・胡録台 

ＴＥＬ 700-5881 

ＦＡＸ 700-5567 

2 明
あきら

第
だい

2西
にし

 
栄町西 

3の 991の 15 

栄町 1～8 丁目・栄町西 1～5 丁目・樋野口・古ケ崎・古ケ崎 1～4

丁目 

ＴＥＬ 382-5707 

ＦＡＸ 382-5727 

3 明
あきら

第
だい

2東
ひがし

 

上本郷 3196 

パインツリー 

コート 1階 

上本郷・北松戸 1～3 丁目・竹ケ花・竹ケ花西町・南花島・南花島 1

～４丁目・南花島中町・南花島向町 

ＴＥＬ 382-6294 

ＦＡＸ 312-4882 

4 本庁
ほんちょう

 
松戸 1292の 1 

シティハイツ 1階 
本町・松戸・小山・二十世紀が丘美野里町 

ＴＥＬ 363-6823 

ＦＡＸ 710-7198 

5 矢
や

切
ぎり

 
上矢切 299-1 

総合福祉会館内 

上矢切・中矢切・下矢切・三矢小台1～5丁目・二十世紀が丘柿の木

町・二十世紀が丘萩町・大橋〔旧有料道路（県道松戸・原木線）西

側〕・栗山 

ＴＥＬ 710-6025 

ＦＡＸ 710-6027 

6 東部
と う ぶ

 
紙敷 1186の 8 

第二南花園内 

河原塚・田中新田・紙敷・紙敷 1～3 丁目・東松戸 1～４丁目・秋山・

秋山 1～3丁目・高塚新田・和名ケ谷・大橋〔旧有料道路（県道松戸・

原木線）東側〕・二十世紀が丘丸山町・二十世紀が丘中松町・二十世

紀が丘戸山町・二十世紀が丘梨元町 

ＴＥＬ 330-8866 

ＦＡＸ 330-8867 

7 常盤
と き わ

平
だいら

 

常盤平 

3の 11の 1号 

西友常盤平店 5階 

金ケ作・千駄堀・常盤平 1～7 丁目〔常盤平団地の担当地域を除

く〕・常盤平双葉町・常盤平西窪町・常盤平陣屋前・常盤平柳町・牧

の原・牧の原 1～2丁目・日暮・日暮 1～8丁目・常盤平松葉町 

ＴＥＬ 330-6150 

ＦＡＸ 330-6260 

8 常盤
と き わ

平
だい

団地
らだんち

 

常盤平 

2の 24の 2号 

第Ｃ号棟 5号室 

常盤平１丁目のうち駅上市街地住宅・常盤平２丁目のうち１街区・

常盤平３丁目のうち３街区・中央市街地住宅・駅前市街地住宅・セ

ントラルハイツ・常盤平４丁目のうちＥ街区・常盤平７丁目のうち２

街区・けやき通り住宅 

ＴＥＬ 382-6535 

ＦＡＸ 382-6536 

9 五香松飛
ご こ う ま つ ひ

台
だい

 
五香西2の35の8 

斉藤ビル 1階 

串崎南町・串崎新田・松飛台・五香 1～8 丁目・五香西 1～6 丁目・

五香南 1～3 丁目・五香六実 

ＴＥＬ 385-3957 

ＦＡＸ 385-3958 

10 六実六
むつみろっ

高台
こうだい

 
六高台 2の 6の 5 

リバティベル 1階 
高柳・高柳新田・六実 1～7丁目・六高台西・六高台 1～9丁目 

ＴＥＬ 383-0100 

ＦＡＸ 383-2288 

11 小金
こ が ね

 
小金 3 

高橋ビル 4階 

幸田・幸田 1～5丁目・中金杉 1～5丁目・平賀・東平賀・殿平賀・久

保平賀・大金平 1～5 丁目・大谷口・小金・小金きよしケ丘 1～5 丁

目・小金上総町・小金清志町 1～3 丁目・二ツ木・二ツ木二葉町・根

木内（国道 6号西側） 

ＴＥＬ 374-5221 

ＦＡＸ 349-0560 

12 小金原
こがねはら

 栗ヶ沢 789の 22 
根木内（国道 6 号東側）・小金原 1～9 丁目・栗ケ沢・八ケ崎 1 丁

目・小金 1700 番台 

ＴＥＬ 383-3111 

ＦＡＸ 385-3071 

13 新松戸
しんまつど

 
新松戸 1の 414 

大清堂ビル 1階 

横須賀 1～2 丁目・新松戸 1～7 丁目・新松戸東・新松戸北 1～2

丁目・小金 1100～1300番台 

ＴＥＬ 346-2500 

ＦＡＸ 346-2514 

14 馬橋
ま ば し

西
にし

 

西馬橋広手町 

40の 1 

秀栄ビル 101 

旭町 1～４丁目・外河原・七右衛門新田・主水新田・新松戸南 1～3

丁目・西馬橋 1～5 丁目・西馬橋相川町・西馬橋蔵元町・西馬橋幸

町・西馬橋広手町・馬橋（JR線西側） 

ＴＥＬ 711-9430 

ＦＡＸ 711-9433 

15 馬橋
ま ば し

 

中和倉 130 

第 1コーポオンダ 

1階 

馬橋（JR 線東側）・三ケ月・幸谷・八ケ崎・八ケ崎緑町・八ケ崎 2～8

丁目・中根・新作・中根長津町・中和倉 

ＴＥＬ 374-5533 

ＦＡＸ 374-5501 

高齢者いきいき安心センター（地域包括支援センター）一覧表 

市役所の相談窓口 地域包括ケア推進課（基幹型地域包括支援センター） TEL 047-366-7343 


